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お
知
ら
せ

家
屋
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

建
物
を
新
築
・
増
築
し
た
場
合
、

翌
年
度
の
4
月
か
ら
固
定
資
産
税

が
課
税
さ
れ
ま
す
。
そ
の
課
税
の

基
礎
と
な
る
評
価
額
を
算
出
す
る

た
め
、「
現
地
調
査
ま
た
は
図
面
等

に
よ
る
書
類
調
査
」
を
行
い
ま
す
。

◆
家
屋
調
査
の
流
れ

①�

対
象
と
な
る
家
屋
の
所
有
者
に

日
程
調
整
の
ご
連
絡
を
し
ま
す
。

②�

調
査
当
日
は
職
員
が
訪
問
し
、

家
屋
内
を
直
接
確
認
す
る
か
図

面
等
を
お
借
り
し
て
評
価
を
行

い
ま
す
。な
お
、図
面
等
で
確
認

で
き
な
い
事
項
は
、
目
視
に
よ

り
確
認
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※�

職
員
は「
固
定
資
産
評
価
補
助

員
証
」を
必
ず
携
帯
し
て
い
ま
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は 

届
け
出
を

　

登
記
を
し
て
い
る
家
屋
を
取
り

壊
し
た
と
き
は
、
法
務
局
で
建
物

滅
失
登
記
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

登
記
を
し
て
い
な
い（
未
登
記
）

家
屋
の
場
合
は
、
資
産
税
課
へ
家

屋
滅
失
届
出
書
の
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。
届
け
出
が
な
い
場
合
、

誤
っ
て
課
税
し
て
し
ま
う
原
因
に

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 　

な
お
、
年
の
途
中
で
取
り
壊
し

た
場
合
で
も
、
基
準
と
な
る
１
月

１
日
現
在
に
家
屋
が
存
在
し
て
い

た
場
合
は
、
そ
の
年
の
４
月
か
ら

の
固
定
資
産
税
が
全
額
課
税
さ
れ

ま
す
（
月
割
等
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

問
資
産
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
９　

⒇
１
６
０
９

県
税
納
付
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

　

千
葉
県
税
は
、
市
会
計
課
・
本

納
支
所
で
も
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
納
付
金
額
の
２
％
が
県

か
ら
委
託
金
と
し
て
交
付
さ
れ
、

市
の
歳
入
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

取
り
扱
い
県
税
は
、
普
通
自
動

車
税
・
不
動
産
取
得
税
・
法
人
県

民
税
・
個
人
事
業
税
・
法
人
事
業

税
で
す
。

問
会
計
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
６　

⒇
１
６
０
９

Ｊ
ア
ラ
ー
ト

全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

　

国
お
よ
び
市
に
お
い
て
、
地
震

や
武
力
攻
撃
な
ど
の
災
害
時
に
備

え
、全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た
情
報
伝
達

訓
練
を
行
い
ま
す
。
市
内
の
防
災

行
政
無
線
か
ら
次
の
と
お
り
放
送

さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
理
解
・
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
訓
練
実
施
予
定
日
時

　

５
月
22
日
㊌
、
８
月
28
日
㊌
、

11
月
20
日
㊌
、
令
和
７
年
２
月
12

日
㊌（
い
ず
れ
も
11
時
頃
を
予
定
）

◆
訓
練
放
送
内
容

〈
上
り
４
音
チ
ャ
イ
ム
〉

「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す
。」（
３
回
繰
り
返
し
）

「
こ
ち
ら
は
、
ぼ
う
さ
い
も
ば
ら

で
す
。」

〈
下
り
４
音
チ
ャ
イ
ム
〉

※�

国
の
判
断
に
よ
り
訓
練
を
中
止

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
防
災
対
策
課
（
４
階
）

☎
�
７
５
８
０　

⒇
１
６
０
２

交
通
事
故
な
ど
で
保
険
証
を

使
用
す
る
場
合
は
届
け
出
を

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者
の
行

為
に
よ
り
け
が
を
し
て
医
療
機
関

等
を
受
診
す
る
場
合
、
必
ず
そ
の

医
療
機
関
等
へ
負
傷
原
因
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。

　

治
療
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険

証
を
使
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
す

が
、
そ
の
際
は
必
ず
市
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
第
三
者
の

行
為
に
よ
る
傷
病
届
等
に
交
通
事

故
証
明
書
を
添
付
の
上
、
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

第
三
者
行
為
に
よ
る
け
が
の
医

療
費
は
、
本
来
加
害
者
が
負
担
す

る
も
の
で
す
。
一
時
的
に
医
療
費

の
一
部
を
市
が
立
て
替
え
ま
す
が
、

市
が
負
担
す
べ
き
で
な
い
医
療
費

に
つ
い
て
、
そ
の
届
け
出
に
よ
り

加
害
者
や
損
害
保
険
会
社
に
過
失

割
合
に
応
じ
た
額
を
請
求
し
ま
す
。

　

国
保
財
政
の
適
正
な
運
用
の
た

め
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

～
負
傷
原
因
調
査
に
ご
協
力
を
～

　

市
で
は
、
適
正
な
保
険
給
付
の

た
め
、
診
療
報
酬
明
細
書
等
を
も

と
に
負
傷
原
因
調
査
を
行
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
調
査
は
、
負
傷
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
証
を
使
用
し
て

医
療
機
関
等
で
治
療
を
受
け
た
場

合
、
そ
の
負
傷
の
原
因
が
第
三
者

の
行
為
に
よ
る
も
の
か
を
確
認
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

負
傷
原
因
が
第
三
者
行
為
に
該

当
し
て
い
た
場
合
、
別
途
届
け
出

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３　

⒇
１
６
０
０

計
量
器
（
は
か
り
）
の

定
期
検
査
を
実
施
し
ま
す

　

計
量
器
（
は
か
り
）
を
商
店
や

病
院
等
で
取
引
や
証
明
に
使
用
し

て
い
る
場
合
は
、
２
年
ご
と
に
定

期
検
査
の
受
検
が
必
要
で
す
。

　

前
回
（
令
和
４
年
６
月
）
検
査

を
受
け
た
方
に
は
、
千
葉
県
計
量

検
定
所
よ
り
案
内
が
送
ら
れ
ま
す
。

　

案
内
が
届
か
な
い
場
合
や
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
生
活

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

検
査
手
数
料
は
千
葉
県
の
収
入

証
紙
に
よ
る
お
支
払
い
と
な
り

ま
す
。

◆
検
査
日
時

　

６
月
12
日
㊌
～
14
日
㊎
、
17
日

㊊
・
18
日
㊋
10
時
30
分
～
12
時
、

13
時
～
15
時

◆
会
場　
市
役
所
庁
舎
北
側
入
口

問
生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５　

⒇
１
６
０
０
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